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確定給付型の制度である

従業員に与える影響を考慮

制度運営がわかりやすい

従業員からの導入要望

他の制度には問題がある

キャッシュバランスプランが可能

投資教育などの作業がない

その他

確定給付企業年金を選択した理由
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費用の見通しが立てやすい

退職給付債務が計上不要

制度運営がわかりやすい

従業員からの導入要望

他の制度には問題がある

優秀な人材の確保

従業員の受給権が明確

確定拠出年金を選択した理由
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資産運用リスクの回避

退職給付債務問題への対応

費用見込みの明確化

従業員の制度改定要望への対応

人材の確保策

従業員の受給権の明確化

退職給付制度選択肢の多様化

わかりやすい制度への改定

人事制度の見直し

機能していない現行制度の改定

その他

確定給付企業年金を導入した企業の制度改定の目的
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資産運用リスクの回避

退職給付債務問題への対応

費用見込みの明確化

従業員の制度改定要望への対応

人材の確保策

従業員の自立意識の啓蒙

従業員の受給権の明確化

退職給付制度選択肢の多様化

ポータビリティ確保

わかりやすい制度への改定

従業員のモチベーションアップ

確定拠出年金を導入した企業の制度改定の目的
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トータルコストの上昇

受給権付与条件等の変更

移行手続きが煩雑

対応者の知識不足

掛金設定方法が分かりにくい

情報開示の徹底の必要性

財務検証等の基準が厳しい

その他

確定給付企業年金を導入した企業の制度改正時の問題点
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運用方法が不透明

払い出しが

60

歳まで不可

希望の運用商品がない

投資経験が少ない

ポータビリティが機能不足

制度内容が困難

想定利率通りの運用への不安

確定拠出年金を導入した企業の制度改正時の問題点

[image: image10.emf]確定拠出年金 キャッシュ・バランスプラン 確定給付型制度

・企業視点

企業の掛金負担の程度・変動幅 ◎ ○ △

・従業員視点

退職後の生活保障 △ ○ ◎

ポータビりティ制 ◎ ○ ○

各自の残高照会のしやすさ ◎ ◎ ○

一時金の払い出しやすさ △ ◎ ◎

従業員が受ける影響の大きさ △ ○ ◎

・退職給付制度の位置付け

従業員の退職後を支援する手段 △ ○ ◎

賃金支払い平準化のための手段 ◎ ○ △

労働意欲を高めるための人事政策

(残高照会のしやすさ)

◎ ◎ ○

長期勤続を促進する人事政策 (◎) (◎) ◎

優秀な人材を呼び込む人事政策 ◎ ○ ○





























































































































































アンケート結果の集計





























どちらの制度を導入した企業も、積立不足を解消するため、または費用見込みの明確化といった掛金負担に関することを制度改正の目的としている企業が多く、従業員の受給権の明確化という回答が次いで多いことも共通している。


このことから、どちらの制度を導入するにせよ、制度改正を検討する企業の多くは同じような課題を抱えており、それが制度改正を検討する要因となっている点では両社に大きな差はないことがわかる。


























次にそれぞれの制度を選択した理由をみてみると、給付企業年金の選択理由は「確定給付型の制度だから」、「従業員に与える影響を考慮して」という回答が多いのに対し、確定拠出年金の選択理由は「費用の見通しが立てやすい」、「退職給付債務の計上が不要」という回答が多い。


このことから確定給付型制度を導入した企業は従業員のことを最優先に考えて、一方で確定拠出型制度を導入した企業は、企業年金として無理なく存続させることを最優先に考えて制度選択を行っていると感じられる。


また、確定拠出型制度の選択理由として「従業員の受給権が明確である」という回答も多いことは注目すべき点で、これは同制度ではいつでもすべての従業員が過去の積立額を確認することができる利点を生かし、従業員の労働意欲向上策としての機能を意識したものだと考えられる。























それぞれの制度の問題点を見てみると、確定給付型制度ではコストの高さが、確定拠出型制度では60歳まで払い出しが不可であることや従業員の投資経験が少ないことが問題だと認識されている。


確定給付企業年金を導入した企業では実際に費用が増加した企業が多いことから、財務が安定した企業でないと維持が難しいと思われ、確定拠出年金に関しては60歳以前で退職する従業員のために退職金一時金制度を併用することや、投資教育の実施が必要になる。






















































































最適な制度の選び方


各企業に最適な年金制度を見つけるためにはまず、


・何を目的として制度を改正しようとしているのか。


・退職給付制度をどのような位置付けにしているのか。


・人事制度はどのような方針なのか。


ということを明らかにし、それらに優先順位をつけることが重要だと感じた。


そしてこれまでの見てきた移行事例やアンケート結果をまとめた右図をもとにそれぞれの強みを生かせる制度を選択する。その制度が持つ弱みが問題になる場合には他の制度を併用することでそれを補うことも重要だろう。



































たとえば、市場の金利や経済状況によって大きく変動する掛金負担の変動幅を小さくすることを最重要に考える企業の場合、確定拠出年金の選択が適切だと考えられる。しかし同制度には「投資経験がない加入者でも投資先を選択する必要がある」、または「脱退一時金の受け取りが不可能である」といった欠点があることを踏まえて、他の制度と併用することが望ましいだろう。








JT社の例


同社は退職手当制度について、年金への掛金拠出が増加しており、制度維持が困難である、そして給付額が最終給与比例方式で算出されていたため、毎年の成果が給付額に反映されていないという課題を抱えていた。


そこで企業側の掛金負担を軽減できると同時に、「公正な処遇の推進」や「成長の機会の提供」といった同社の人材マネジメントにおける基本方針に沿った制度への改定を決めた。


同社では年金制度について、社員にとっては退職後の生活安定のため、会社にとっては支払いの平準化のために必要であると位置づけ、社員の負担を求めたうえで年金制度を改定する決定をした。












































その他


・モデル上の水準は維持


・賞与原資の一部を取り込み





この事例から感じたこと


制度見直しの考え方として、会社も一定の負担を行うが、社員にも負担を求めるとしている点や、モデル上の給付水準は維持するとしているものの、賞与原資を取り組む方針であることから、同社が最重要に考えているのは掛金拠出の増加を止めて維持可能な制度を構築することであり、そのためにはある程度の給付減額もやむを得ないと考えていることが分かる。


一方で年金制度には従業員の退職後の生活を安定させる機能も有する必要があるという考えに基づき、最低限の給付は確定しているキャッシュバランスプランも併用している。







































































パナソニック社(旧松下電器)の例


社会経済環境が劇的に変化する中で、同社では人事処遇制度について見直しを迫られており、従業員の多様化に沿った、選択性のある人事制度を再構築することをかつてから検討していた。


その手段として退職金・年金制度の改定を行い、従業員の労働意欲を高められるような人件費の適正化を図ることにした。


同社では退職金制度に関して、上記の人事政策としての支給基準についての問題のほかに、企業会計についての問題を抱えていた。


「人事政策としての支給基準における問題」とは、退職金が最終給与ベースで算出されているため、在職期間中を通じたトータルの貢献度が給付額に反映されにくいというもので、この問題への対応としてポイント制を導入することで貢献度の積み上げによって給付額が決まるようにした。


「企業会計における問題」とは、市場金利の変動により積立不足額が増減し、経営が大きな影響を受けているというもので、この問題への対応としてキャッシュバランスプランを導入した。




















その他


・これらの制度見直しは水準の見直しではなく、配分の見直しを趣旨としたものであるため、従来のモデル退職金カーブとの調整見合いとして退職一時金部分を支給することで、制度改定前後で水準の変動が生じないようにしたが、万が一従来制度の給付額を下回る場合にはその差額を保証する措置をとった。


・年金額を改定する場合の周知徹底期間を設けるために、給付利率を前々年までの平均利回りとし、一定の安心・安定感を与えるために上下限を設定し改定サイクルを5年毎としている。


・退職金制度は人事処遇制度の一環であるという考え方に基づいて、従業員の労働意欲を高めるために残高等について定期的に従業員へ通知する。


・従業員がより簡便に将来設計できるように、給付額に関するシミュレーションソフトを刷新することで自主自立を支援している。





この事例から感じたこと


同社の制度改正のもっとも大きな特徴は、①全員経営の実践②実力主義の徹底③人間大事・人間尊重という同社の人事方針にあった人事制度を構築するための手段として、退職金制改定の検討を始めていることである。


従来の退職金制度が抱える会計上の問題を解決も図っているが、それは給付水準の引き下げではない。それよりも様々な施策を実行することで同社が求める人事政策として最も効果を発揮できるような制度を構築していることが感じられた。


たとえば実力主義徹底の考えに基づいてポイント制を導入しつつも、従業員あっての会社という考えに基づいて、最低限の給付は確定しているキャッシュバランスプランを導入していることなど。








